
川口市防犯カメラ修繕費補助金 

 市の補助金の交付により町会・自治会が設置した防犯カメラを対象とし、故障等により

交換、買い替えを含む修繕が必要となったものについて、１台につき、修繕費の４分の３

で150,000円を限度として補助します。 

▶設置費補助金もしくは修繕費補助金の交付を受けた年度を含め、５年間の運用実績が

ある防犯カメラが対象です。※今年度は令和２年度以前に設置したものが対象です。

 ▶防犯カメラの撤去のみにかかる費用は補助対象外となります。 

 ▶防犯カメラの電気料等の維持管理費は補助対象外となります。 

＜手続きに必要な書類＞ 

※申請書類は川口市ホームページからダウンロードしていただけます。

 https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01040/020/20/34135.html 

【申請時】①防犯カメラ修繕費補助金交付申請書 

     ②防犯カメラ修繕計画書 

     ③防犯カメラ修繕場所の位置図 

     ④防犯カメラの仕様書等 

     ⑤見積書の写し 

     ⑥防犯カメラ管理規程 

     ⑦現況の写真 

【完了時】①防犯カメラ修繕費補助金実績報告書 

     ②領収書の写し 

     ③修繕が完了したことがわかる写真 

     （※）管理規定に記載されている設置表示が確認できるものを含む 

     ④防犯カメラ修繕費補助金交付請求書 

＜手続きスケジュール＞ 

・防犯カメラ修繕費補助金交付申請書および添付書類提出（随時） 

・補助金交付決定 

・防犯カメラ修繕工事着手～完了（※）交付決定後に工事に着手してください。 

・防犯カメラ修繕費補助金実績報告書および添付書類、 

防犯カメラ修繕費補助金交付請求書提出 

・支払 


